
 
この度は、個人情報保護管理マニュアルのダウンロードありがとうございます。 
 
 
マニュアルの他、規定、記録様式が収納された文書事例集がご希望の方は、 
http://www.isojiman.com/tools/jirei-p.html 
からお申込ください。 
 
文書事例集－収録文書 
個人情報保護管理マニュアル 
 
規定集 
文書管理規定、教育規定、内部監査規定、記録管理規定、是正処置・予防処置管理規定、個人
情報法規登録規定、業務分掌規定、個人情報管理規定、個人情報開示規定、情報セキュリティ
管理規定、ＰＣ管理規定、入退室管理規定、情報ネットワーク管理規定、委託管理規定、苦情・
相談管理規定、経営者による見直し規定、緊急事態対処規定、緊急事態評価規定、文書ﾌｧｲﾘﾝ
ｸﾞ標準、文書書式標準、地震火事対策標準、営業部個人情報管理手順、総武部個人情報管理手
順 
 
記録様式 
新規文書登録依頼書、文書管理番号台帳、文書台帳、配付票、内部コミュニケーション記録、
年度教育計画、教育実施記録、内部監査員教育記録、部署内業務分担表、社内有資格者リスト、
記録管理台帳、記録様式管理台帳、個人情報一覧、新規個人情報取得申請書、個人情報リスク
分析一覧表、個人情報保護改善計画、法的要求事項等一覧表、内部監査実施計画、標準監査チ
ェック項目、監査チェックリスト、内部監査報告書、是正処置報告書、内部監査員リスト、シ
ステム不適合・是正報告書、セキュリティ事故報告書／対応記録、運用不適合・是正報告書、
予防処置報告書、外部コミュニケーション記録、施錠管理簿、来客者入館帳、システム・ネッ
トワーク図、ネットワーク機器構成一覧表、ユーザ ID 一覧表、受け渡し資料管理表、個人情
報開示請求書／実施記録、防犯訓練計画／実施記録、経営者による見直しの記録、マネジメン
トレビューチェックリスト、調査シート、個人情報利用申請書、緊急事態評価表、緊急事態対
応一覧表、緊急事態訓練計画／実施記録 
 
また、内部監査チェックリストもございますので、ご利用ください。 
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 分類番号：  文書名： 版：  頁： 

ＰＭ－０１ 個人情報保護管理マニュアル １．０ ７／３２ 

章番号： 

  ３．３．４ 

標題： 

資源、役割、責任及び権限 

 
３．３．４ 資源、役割、責任及び権限 
（１） 目的 
  個人情報保護マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、かつ改善するために不可欠な資源を用

意する。 
また、効果的な個人情報保護マネジメントシステムを実施するために、役割，責任及び権限を定め，文

書化し，かつ伝達するための手順を定める。 

 

（２） 組織 

当社の個人情報保護マネジメントシステムを運用する組織体制は、図-1 のとおりとする。 

 

（３） 業務分掌 

効果的な個人情報保護マネジメントシステムを実施するために、当社の組織における役割、責任及び権

限は、「業務分掌規定」に定めるとおりとし、それらの規定を各部署へ配付することでその内容を各担当

者に伝達する。 

 

（４） 資源の用意 

社長は、個人情報保護マネジメントシステムの実施及び管理に不可欠な以下の資源を用意する。 

① 人的資源及び専門的な技能，技術 

社長は、各部署が個人情報保護マネジメントシステムを実施し、維持するために必要な要員を、「教

育規定」にもとづき教育訓練し、資格認定したうえで適切に配置する。 

② 物的資源 

社長は、各部署が個人情報保護マネジメントシステムを実行するために必要な設備や資材等の物的

資源を、重要度、緊急度を配慮して、購入する。 

③ 予算 

社長は上記人的資源及び物的資源の確保のために必要な資金を、前年度に計画し、予算として計上

する。 

 

（５） 個人情報保護管理責任者 

① 社長は、個人情報保護管理責任者として、専務を指名する。 

② 社長は、個人情報保護管理責任者に次の責任と権限を与える。 

 

a） JISQ15001 規格に従って，当社の個人情報保護マネジメントシステムの要求事項が確立され，実施

され， 

かつ維持されることを確実にすること。 

  b) 見直しのため及び個人情報保護マネジメントシステムの改善の基礎として，社長に個人情報保護マ
ネジメントシステムの実績を報告する。 

 

 

 

<関連文書および記録類> 
業務分掌規定 

教育規定 
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 分類番号：  文書名： 版：  頁： 

ＰＭ－０１ 個人情報保護管理マニュアル １．０ ８／３２ 

章番号： 

  ４．４．１ 

標題： 

体制及び責任 

 

会社組織図 
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      会     ＰＭ管理部     ＰＭ管理課   内部監査、ｸﾚｰﾑ処理、法規制等の確認 

                                  

                                          

                       

            営業部       営業課     商品の販売 

 

         情報システム構築・管理、 

            情報ｼｽﾃﾑ部     情報ｼｽﾃﾑ課   ネットワーク構築・管理 

 

 

 

       図－１ アイエスオー株式会社の組織と主たる業務内容 
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 分類番号：  文書名： 版：  頁： 

ＰＭ－０１ 個人情報保護管理マニュアル １．０ １２／３２ 

章番号： 

  ３．３．７ 

標題： 

緊急事態への準備 

 
３．３．７ 緊急事態への準備 
（１） 目的 
緊急事態を特定し対応するための手順を確立し，維持する。 

 

（２） 緊急事態の特定 

① 緊急事態に関する発生可能性の評価については、「緊急事態評価規定」に記述する手順に従ってＰＭ

管理部長が行う。 

② ＰＭ管理部長は、その評価に基づき、対応すべき緊急事態を特定し、「緊急事態の運用・活動表」に

記載して各部署の長に配付する。 

 

（３） 緊急事態の準備と影響の緩和 

① 特定された緊急事態に関連する部署の長は、「緊急事態対処規定」に基づき、それらの緊急事態に

ともなって発生するかもしれない影響を考慮し、もし発生した場合にその影響を緩和するための手

順を運用標準に定める。運用標準は、年 1 回定期的に見直しを行う。 

② 当社で特定された緊急事態に類似する事故が、他社で発生した場合、ＰＭ管理部長はその原因と

そこで発生した影響について情報収集を行ない、必要と判断すれば関連部署の長に対して運用標準

の見直しを指示する。 

 

（４） 緊急事態発生後の対応 

① 緊急事態が発生した場合、セキュリティ事故として認識し、発生部署の長はその発生原因と現場

における対応、および発生した影響の大きさを確認したうえで、ＰＭ管理部長とともにその後の対

応を検討する。対応の手順は、「情報セキュリティ管理規定」の定める。 

② 発生部署の長は、その検討に基づいて、緊急事態への準備及び対応の手順をレビューし改訂する。 

 

（５） 緊急事態への対応の訓練 

各部署の長は、「緊急事態対処規定」に基づき、緊急事態の発生に対応するため、対応手順を含めた訓練

計画書を作成し定期的に訓練を行う。 

 
 
<関連文書および記録類> 
緊急事態評価規定 

緊急事態の運用・活動表 

情報セキュリティ管理規定 
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 分類番号：  文書名： 版：  頁： 

ＰＭ－０１ 個人情報保護管理マニュアル １．０ ２５／３２ 

章番号： 

  ３．５．１ 

標題： 

文書の範囲 

 
３．５個人情報保護マネジメントシステム文書 

３．５．１ 文書の範囲 
（１） 目的 
個人情報保護マネジメントシステムの核となる要素及びそれらの相互作用を記述する文書（以下、個人

情報保護マネジメントシステム文書という）を作成し，関連する文書の所在を明確にする手順を定める。 

 

（２） 個人情報保護マネジメントシステム文書 

① 当社全体の個人情報保護マネジメントシステムの枠組みは当個人情報保護管理マニュアルに規定す

る。 

② 個人情報保護マネジメントシステム文書は図―２に記述する文書体系に従って作成される。 

③ 個人情報保護管理マニュアルは JIS Q15001：2006 の要求事項に基づく当社の個人情報保護マネジメ

ントシステムを記述したものであり、個人情報保護方針を含む。 

④ 内部規程は第２階層文書として、個人情報保護管理マニュアルの各要求項目を具体的に展開するた

めの手順を記述したものである。 

⑤ 標準、計画書は第３階層文書として、個人情報管理関連業務において、実務担当者に業務指示を与

えるための文書である。 

⑥ 記録は、JIS Q15001：2006 が要求する記録であり、個人情報保護マネジメントシステムを実施する

上で必要とするものである。 

 

（３） 個人情報保護マネジメントシステム文書の所在 

個人情報保護マネジメントシステム文書の所在は、ＰＭ管理部及び各部署で管理する文書管理台帳に明

記する。 

なお、ＰＭ管理部は個人情報保護管理マニュアルと規定（第２階層文書）及び全体の計画書を各部署は

標準及び個別の計画書（第３階層文書）を管理する。 

 

               図―２ 個人情報保護マネジメントシステム文書体系 

個人情報保護管理

マニュアル 

内部規程 

標準、計画書 

記録 
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